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宇美町個人情報の保護に関する 法律施行条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可決

令和 5 年度　 宇美町後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ 可決

議員名

議案名

議　 案　 名

第 7 次宇美町総合計画
地方自治体が事業を 進める ための最上位計画

計画期間： 令和 5 年度～令和 12 年度

町道路線の認定
路線名： 四時田団地 7 号線　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

起点： ゆり が丘二丁目 457 番 16　 終点： ゆり が丘二丁目 457 番 18

町道路線の認定
路線名： 早見 17 号線　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

起点： 宇美中央四丁目 3580 番 10　 終点： 宇美中央四丁目 3580 番２

町道路線の認定
路線名： 浦尻 1 号線　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

起点： 明神坂三丁目 5386 番 37　 　 終点： 明神坂三丁目 4549 番 46

工事請負契約の締結

令和 4 年度　 宇美小学校体育館外壁等改修工事

請負契約額： 1 億 2298 万円　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

工事請負人： 株式会社岩堀工務店宇美営業所

令和 4 年度　 宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算

（ 第 3 号）  
288 万円増額し 、 予算総額 5 億 1031 万 3000 円

令和 4 年度　 宇美町国民健康保険特別会計補正予算

（ 第 5 号）
１ 億 3621 万 3000 円増額し 、 予算総額 44 億 6882 万 9000 円

令和 4 年度　 宇美町上水道事業会計補正予算（ 第 6 号）
収益的収入 613 万円増額し 、 計 8 億 1486 万 1000 円　

収益的支出 824 万 1000 円減額し 、 計 7 億 8365 万 9000 円

令和 4 年度　 宇美町流域関連公共下水道事業会計補正

予算（ 第 3 号）

収益的収入 50 万 5000 円増額し 、 計 9 億 4720 万 6000 円

収益的支出 721 万 6000 円増額し 、 計 8 億 7581 万 7000 円

資本的収入 900 万円減額し 、 計 5 億 4342 万 1000 円

資本的支出 953 万 3000 円減額し 、 計 8 億 6491 万 6000 円

令和 4 年度　 宇美町一般会計補正予算（ 第 10 号） 2 億 4203 万 5000 円増額し 、 予算総額 147 億 2076 万 5000 円

宇美町国民健康保険条例の一部改正 出産育児一時金合計 50 万円

宇美町重度障がい者医療費の支給に関する 条例の一部

改正
居住地特例の対象に養護老人ホーム 等を 追加

宇美町上水道給水条例の一部改正 ラ イ フ ラ イ ン設備の設置・ 使用権に関し て新たな規定

宇美町特定教育・ 保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する 基準を 定める 条例の一部改正

児童虐待防止を 図る 観点から 、 民法及び児童福祉法に規定さ れて

いた親権者の懲戒権を 削除

宇美町歩み出そう 次の 100 年基金条例の一部改正 令和 5 年 3 月 31 日で効力を 失う と する 附則の失効規定を 削除

宇美町会計年度任用職員の給与の特例に関する 条例の

一部改正

町立保育園に勤務する 会計年度任用職員の期末手当期別支給割合

を 1.275 月分に据え置く

令和 5 年度　 宇美町国民健康保険特別会計予算 予算総額 42 億 4601 万 2000 円

令和 5 年度　 宇美町上水道事業会計予算
収益的収入 8 億 1462 万 8000 円　 収益的支出 8 億 618 万 8000 円

資本的収入 1 億 3441 万 9000 円　 資本的支出 3 億 6082 万 3000 円

令和 5 年度　 宇美町流域関連公共下水道事業会計予算
収益的収入 9 億 3795 万 9000 円　 収益的支出 8 億 6654 万 9000 円

資本的収入 5 億 1884 万 9000 円　 資本的支出 8 億 3935 万 6000 円

令和 5 年度　 宇美町一般会計予算 予算総額 126 億 4949 万 3000 円

宇美町議会の個人情報の保護に関する 条例
個人情報の保護に関する 法律が一部改正さ れたこ と に伴う 条例の
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全会一致で承認・ 可決し た議案

令和5 年3 月定例会　 表決一覧
審議し た議案と 各議員の賛否 ○は賛成　 ×は反対を表しています

※古賀ひろ 子議長に表決権はあり ま せん
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